
―――――――――――― 下記 ４月 28 日 受信 メール記載内容 （原文ママ）―――――――――― 

 

宛）各社・各事業所総務担当部長 殿  

写）社会保険担当者 殿  

 

                                  小松製作所健康保険組合  

                                  専務理事 加藤 知道  

 

      （第３報）「日本年金機構から送付された確認通知」の件  

 

 標記の件、４月２２日付で送付されました「記録確認のお知らせ」について、多くの社員・ご家族  

 

の皆さんにご心配、お手数おかけしました。  

 

 本日午後入りました連絡では、厚労省・健保連等からの強い指導・要求もあり  

   

 「日本年金機構は本日（4/28）の日付で今回の文書が発送された個人宛にお詫びの書状を  

  印刷中で、完了次第発送されることになったようです。  

 

   その内容は （1）届けの必要が無い方にも誤って送付したことのお詫び  

 

         （2）4/22 付通知については、届出等提出の必要はない  

 

                  （3）既に提出している場合は、確実に年金機構として対応する。  

 

         （4）不明な点等の問合せ窓口（フリ-ダイヤル）を設定する。 との趣旨」  

    

   とのことです、取り急ぎご連絡します。  

 

 

＜問合せ先＞小松製作所健康保険組合 加藤・野口まで  

    ＴＥＬ：03-5561-4341 内線（8－211－2090・2078）  

 


